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令和4年東御市議会3月議会報告概要 （2月18日～3月29日） 

①台風 19 号災害の復旧事業
・ 布下橋 ・ 切久保橋 ・ 本下之城橋 ・ 加沢新堰頭首工など復旧、 復興し強靭化を図る           1 億 6,730 万円
・ 農地 ・ 農業用施設の豪雨災害復旧事業                1 億 7,031 万円

②新型コロナウイルス感染症対策
ワクチン接種が円滑に進められるよう全力を尽くし、 安心安全な市民生活を守るため必要な感染拡大防止と社会経済対策
・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業                      2,960 万円
・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費                  4,024 万円

戦争やめて！世界中でロシアに抗議。ウクライナから撤退を！！！
市議会『ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対する決議』可決
2年前、新型コロナウイルス感染症が突如世界中の人々を襲い、いまだ終息の見通しが立たない中、3月22日、2か月半ぶ
りに感染拡大第6波によるまん延防止が全面解除されました。ところが誰もが考えもしなかった、ロシアのウクライナ軍事侵
攻という恐怖の事態が発生してしまいました。東御市議会では、3月9日の一般質問の冒頭、
議員提案による「ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を強く非難する決議」を全会一致で可
決しました。

新型コロナウイルスワクチン接種の状況特集その4特集その4
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(1) 目的　新型コロナウイルスに感染した際の重症化を予防する
(2) 実施期間　令和 4 年 9 月 30 日まで
(3) 対象者及び接種見込者数

(4) 接種の優先順位
優先順位は特に設けない。 ただし、 次に該当する
者が小児中核病院他かかりつけの医療機関において
早期の接種を希望する場合は、 これに配慮する。
①基礎疾患を有する等重症化リスクの高い者
②重症化リスクの高い者の兄弟

(5) 接種の基本方針
個別接種及び集団接種を併用して実施し、 保護者
の同意、 立会のもとで接種する。

(7) 使用するワクチン
使用するワクチンは mRNA ワクチン （ファイザー
社ワクチン （5 ～ 11 歳用）） とする。
接種回数は 1 人 2 回。 1 回目の接種から 3 週間
後に 2 回目を接種する。

対象者区分

5 歳以上 11 歳以下

対象者

1,700 人

接種見込者数

1,020 人

備考

接種率 60%

(6) 当面の接種体制
市民病院が主体となり、当面は次のとおり実施する。

実施日 ( 祝日除く )

金曜日

土曜日

時間

16 ： 30 ～

13 ： 30 ～

定員

30 人 / 日

150 人 / 日

会場
東御市総合福祉
センター 2 階
保健センター

 1  　ワクチン接種の進捗状況　【令和 4 年 3 月 16 日現在】

 2   小児　（5 歳～ 11 歳） へのワクチン接種

●令和４年度一般会計当初予算案１４４億２,２００万円 ・令和４年度一般会計補正予算案２億４,００３万円 ・特別会計
合計総額６８億１８７万円余ほか令和３年度補正予算案 ・条例案 ・人事案等すべて可決！

①特定空き家への適切な対応と利用できる空き家の有効活用で移住 ・ 定住の促進                        349 万円
②利便性の高い情報デンタルを円滑にするため防災ラジオの更新など                1 億 1,539 万円余
③祢津地区御堂のワイン用ブドウ団地内に創設した非農用地の活用に向けた整備事業の推進と民間による醸造施設の整備
　　　　　　　　　　                         1 億   468 万円余
④子どもサポートセンターによる支援を必要とする子ども ・ その家族への支援事業                 1,980 万円
⑤道路施設等修繕事業           1 億 2,000 万円
⑥湯の丸高原スポーツツーリズム事業では、 プロモーション活動 ・ 高地トレーニングの効果研究の継続とさらなる利用

者の獲得とナショナルトレーニングセンター協議別強化拠点に指定を目指す
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東御市道白鳥神社線の海野宿橋が3月1日、
通行再開しました。2年4か月振りの開通に地
元住民から喜びの声が上がりました。現地で
は、「祈・交通安全」と書かれたシートに一升瓶
に入れた千曲川の水をかけ、安全祈願を行い
ました。

海野宿橋開通祝
台
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昨年、クラウドファンディングを活用して目標
額100万円に対し130万円が集まり、去勢手
術5,000円、不妊手術8,000円で今年1月ま
でに150匹に手術を施した。その残額20万円
を基金に積み立て地域猫活動を支援し適切な
管理をするための条例。

＊クラウドファンディング：インターネットを介
して夢や活動を発信し、趣旨に賛同してくれ
た人々から資金を募る方法。

「地域猫活動」支援へ基金設置の新条例案可決

野良猫への不妊・去勢手術等

醸造施設（ワイナリー）と地域産物販売促進施設の運営

祢津御堂地区非農用地（約1ha）

祢津御堂（みどう）地区活性化計画とは

計画目標
①ワイン等の試飲・販売によ

る地域産物販売額の増加
②イベント・セミナー開催によ

る交流人口の増加と地域
産物のPR促進

＊民間事業者：カーヴ・ド・ミドウ

リュードヴァンのグループ会
社で、御堂地区における総合
的な支援（栽培・醸造・販売）を
目的として設立。

御堂地区ワイン用ブドウ団地を
核としたワイン産業による地域
活性化を図るとともに、東御ワ
インのブランド化を推進するこ
とを目的として、醸造施設（ワイ
ナリー）と地域産物販売促進施
設の整備を行います。また整備
にあたっては、地元区・生産者・
JA・観光協会・ワイナリー等の
地元関係者で構成された「御堂
地域活用構想推進協議会」と連
携し、事業を推進します。

全市民を対象に1人当たり2，000円分（500円×4枚）
のクーポン券配布
事業内容：市内店舗を構えるお店からクーポン券利用で

きる参加加盟店を募集し、色分けしたクーポン券のう
ち1，000円分（500円×2枚）は飲食店のみ利用可、
残る1，000円分（500円×2枚）は、すべての参加加
盟店で利用可。

利用期間：令和4年5月14日（土）から令和4年10月30日（日）
予算額：7,150万円　（委託先　東御市商工会）

歳入予算　6,933万2,000円
国の地方創生臨時交付金　5,983万2,000円
県のまん延防止等重点措置適用分　950万円
歳出予算 　7,150万円 （内一般財源　216万8,000円)

ワイン用ブドウ
生産者

祢津御堂地区を核とした
ワイン産業の推進

地域産物販売額・
交流人口の増加
地域産物のPR促進 ワイン試飲・販売

イベントの実施
地域ブランドのPR

醸造施設

地域産物販売促進施設

醸造の委託

ワインの醸造

ワイン
の納入

醸造技術指導

醸造技術の指導

とうみ応援クーポン券事業  第3弾 感染拡大第6波対応事業者支援金給付トピックス5

警戒レベルが6に引き上げられ、飲食店の営業時間の短縮営
業により関連して影響を受ける事業者に1事業者あたり30万
円の支援金を支給。
支援対象事業者：市内事業者で令和3年度及び令和元年度の

確定申告事業所所得収支内訳書を確認し、1年間の売上高
が30万円以上減少した事業者に30万円支給。

　食品の卸売業（コンビニ・チェーン店は除く）、理・美容業、宿泊
業、旅行業、タクシー業、運転代行業、貸し切りバス業

予算額：総額　2,100万円
歳入予算　1,940万円（県の第6波対応事業者支援交付金）
歳出予算　2,100万円（内一般財源160万円）

事業期間：令和4年4月1日から令和4年10月末日
交付決定：令和4年4月上旬

飲食店応援クーポン券第2弾実績報告トピックス6

新型コロナウイルス特別警報Ⅱ（レベル5）の発令による飲
食店への支援として飲食店応援クーポン券（500円×2枚）
を全市民に配布。
予算額：3,670万円
決算額：2,528万円　（うち県交付金1,940万円）

全市民配布クーポン券2,972万円
クーポン券精算金　1,987万9,000円

利用率：参加加盟店  82店舗  クーポン券使用率　67％
利用期間：令和3年11月1日から令和3年12月31日
委託先：東御市商工会

倒壊の恐れのある「特定空き家」などを解体してさら地にした場合、除去後の3年間、固定資産税を免除する要綱を定
め、4月1日から適用する。据え置きは来年度から。2018年7月時点で、市内の特定空き家は104軒。

＊住宅地の土地は課税標準の特例が適用され、固定資産税が大幅に軽減されているが、住宅を除却しさら地にすると特例が
なくなり土地の税額が上がるため、老朽化した空き家が増えるという社会現象化を解消し、宅地の流動化につなげる。

トピックス7

子どもを中心に、関わるみんなが元気でしあわせな街（とう
み）になる為に運動、スポーツ、遊び、その他教室などのプログ
ラムを地域住民とともに会員に提供する有料会員制の事業。

クラブハウス：旧とうみケーブル局舎

活動拠点：アクティブふれあいホール・ケアポートみまき・
芸術村公園・文化会館

プログラム：こども運動スクール・ダンススクール・カヌー
体験・湯の丸高原ウオーク

問い合わせ先：事務局080-2579-8771(平日午前9時から午後5時)

 info@sanytomi.com
トピックス8 空き家除去に係る固定資産税等の減免

総合型地域スポーツクラブ
「サニーとうみ」4月スタート



２ 子どもサポートセンターにおける 「切れ目のない支援」 事業

【問】ワンストップ拠点としての子どもサポート
センターの具体的な支援内容と支援体
制について。

【健康福祉部長】子育てや子どもの発達・虐待・
不登校等に関する相談を基に、専門的な対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク（相談援助）業
務までを行い、課題解決が図られるよう継続的かつ包括的支援を行う。

【問】子育て期間での切れ目のない支援について、関係部署や関係機関との連絡調整はどのように図っていくのか。

【健康福祉部長】保育園や学校等と顔の見える関係性を日頃から大切にし、ケースに応じて関係する部署や社会福祉協議会
の「まいさぽ東御」、要保護児童対策協議会と定期的な情報交換や連絡調整の機会を設けるなど、引き続き連携を図
る。これまで支援してきた子どもや家庭の経過記録などをデータ化した家庭児童相談システムを新年度から稼働し、
福祉課や教育課など関係する部署が最新の情報を共有し、進捗管理していくことで、より適切な支援が可能となる。

【問】市長の市政方針に子ども自身の育つ力を育てるための「子育ち支援」の実現とあるが、その必要性と具体的な取り組
みを伺う。

【市長】本人が助けを求めている、その助けの場所になるように努力していく。その決意を込めて子供に直接かかわれる場
所を福祉、教育を貫いて、頑張っていこうという決意に基づいて、来年度予算計上した。東御の子供たちが幸せで、
ふるさとを愛する子供に育ってくれるように、努力していきたい。

3月定例議会一般質問

1
大相撲御嶽海関が、東御市大石出身力士大関雷電為右衛門以来227年ぶりの大関誕生と
なり、雷電為右衛門に注目が集まっている。今がチャンスと捉え、シティプロモーションにつ
いて質問しました。

「雷電為右衛門」のブランド力を生かした市のプロモーション
 

3月8日・9日の両日、まん延防止措置期間中において、代表質問一般質問それぞれ短縮して行われま
した。東御市議会では、定例議会一般質問の動画配信を行っています。ご覧ください。

【問】「雷電為右衛門」のブランド力を活かした市のプロモーションの考えや具体的な取り組みは。

【企画振興部長】市では、一月場所優勝の翌日に雷電生誕の地である東御市からお祝いのメッセージとして、SNSへの投
稿や市公式ユーチューブへ動画の配信を行った。信州東御市振興公社と相談の上、ふるさと納税の返礼品としてい
るオラホビールのうち雷電の名を冠した銘柄の特別キャンペーンやふるさと納税サイトやダイレクトメッセージを通
じてPRを実施した。千葉県佐倉市で行われた雷電物産展へブースを構えPRを行った。

【問】大石牧家に設置の力士雷電之碑を雷電生家へ移設する目的と進め方につい
て。

【企画振興部長】地元区及び雷電生家管理委員会より佐久間象山先生・書「力士雷
電之碑」を雷電生家へ移設し、『天下無双・力士雷電』の偉業を生誕の地であ
る当市から市内外に向けて広く発信をすることで、伝説を後世にまで繋い
でいく取り組みの拠点としたいとの要望があった。市では、シティプロモー
ション推進や故郷の宝として多くの市民が雷電を学び、誇りに感じてもらえ
る機会にしたいと考え、移設について検討をしている。 大石区牧家に設置の力士雷電之碑

令和4年度4月より市の重点事業として福

祉部門と教育部門から必要な業務を集約

し、支援を要する妊娠期から概ね18歳まで

の支援を要するすべての子ども及びその

家庭を対象に継続的かつ包括的な切れ目

のない支援を事業とする「子どもサポート

センター」が新規開設されます。

●問い合わせ先・連絡先　子どもサポートセンター（事務室：子ども家庭支援室　☎ 71－ 0450（直通））
　　　　　　　　　　　　※子ども家庭支援室は、子育て支援センター２階にあります。

　市では、妊娠期から概ね 18歳までの支援を要するすべての子どもやそのご家庭を対象に、４月１日に子育て
の総合相談窓口となる「子どもサポートセンター」を開設しました。 子育てや教育に関係する各部署や関係機
関と連携して、子どものライフステージを見とおしながら、専門職による相談と、伴走的で切れ目ない支援を行
います。ご相談のある方、お困りごとのある方はお気軽にご連絡ください。
　なお、子どもサポートセンターの運営は、子ども家庭支援室が行います。

　センターでは、教育関係を含め子どものライフステージ全体を網羅した形で、子どもに関係する部署や機関と
の「連携」をベースに、ご相談に対応します。

•家庭児童相談員、社会福祉士、教育指導主事、臨床
心理士、保健師等

•教育、育成相談　　　　　　•障がい児相談
•家庭児童相談　　　　　　　•保健相談
•相談に基づいた支援の提供

「子どもサポートセンター」を
開設しました

切れ目ない支援

特　　徴

専　門　職

業務内容

子どもサポートセンター

子ども家庭支援室
福祉課

健康保健課

教育課

子育て支援課

●社会福祉協議会　　　●福祉サービス提供施設　　　●医療機関　　　●大学　　等
連携

切れ目ない支援体制
妊娠　　　出産　　　乳幼児　　　幼・保育園　　　　就学（小・中・高）　　　概ね18歳まで

相 談 支 援

※支援を要する子育てや教育
等に関するものに限ります。

（2022年 4月）市報とうみ 10

今年度重点事業である、ほぼ18歳までの子どもやその家庭に対する専門職による相談や、伴走的で切れ目のない
支援を進めるため、子どもサポートセンターが4月1日開設しました。ご相談・お困りごとなどご心配なことがござ
いましたら、お気軽にご相談下さい。

問い合わせ先：子どもサポートセンター　直通☎0268-71-0450

http://gikai.tomi.mediaedge.jp/
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活動日誌　令和4年1月～3月
１月 ２月 ３月

滋野乙2467 　TEL：0268-62-0451  携帯：090-4361-0219

E-mail satouchie55@gmail.com   URL http://www.sato-chie.jp 
連絡先

1/8 東御市成人式

「力士雷電の碑」
碑文の掛け軸が、滋野小学校で見つかる!!
掛け軸を見つけたのは庁務員の荻原さん。使用していない教室の物置
き場から発見。掛け軸は縦が約226cm、横が99cm。文末に「松城　佐
久間啓子明撰幷書」と記されており、市の史跡「力士雷電之碑」の新しい
碑の拓本とみられる。

滋野小学校では、児童の目に触れるよう校内の廊下に掲示し、今後の学
習に役立て行きたいとのことです。

4日 市長あいさつ正副議長

5日 大石区3役市役所新年あいさつま
わり

7日 部落解放同盟東御市協議会団結
旗びらき

8日 東御市成人式 

9日 東御市消防出初式 

10日 湯の丸高原スポーツ交流施設整
備事業成果報告会 

12日 上田広域連合議会臨時議会

13日 上田地域市町村議会議員研修会

15日 R3年度滋野地区区長会会計監
査・ 滋野地区新旧区長会

18日 議会運営委員会・ 議会広報調査特
別委員会

5日 ナナーズ店舗（仮称） 建設工事説
明会

9日 東翔の会会派会

14日 議会運営委員会・ 議会災害対策委
員会・ 議会報告会実行委員会

17日 東御市土地開発公社理事会

18日 3月定例議会開会日

28日 上田地域広域連合定例議会

1日 海野宿橋開通式

2日 上田地域広域連合定例議会

13日 巨大紙相撲「雷電・ 御嶽海対決エ
キシビジョン」 

16日 東御市社会福祉協議会理事会

28日 スーパーナナーズ出店説明会

1/9 東御市消防出初式

1/10湯の丸高原スポーツ交流施設
整備事業成果報告会 

3/13 巨大紙相撲 雷電・御嶽海

耳寄り情報　その3

昨年度の議会報告会は、 コロナ禍にあり初めてユーチューブ東御市チャンネルにて動画配信を行いました。 この
数か月間に300人弱の市民の皆様にご覧いただくことができました。 令和4年度も様々な活動を通して、 議会
報告会の持ち方について議員間討論を行い、 多くの市民の皆様に発信してまいります。

3月は卒園・ 卒業、 そして4月は入園・ 入学など別れや新たな出会いの季節でもあります。
残念ながら今年も、 まん延防止措置期間であったり、 レベル5という状況下において少人
数での式典となりました。 それぞれの道を、 未来に向かって羽ばたいて下さい❣

令和4年4月1日、 成人となる年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行されま
した。 少子高齢化が進む中、 若者が早くから経済活動に参加することで社会の活性化に
つながると期待されます。 また改正少年法も同日施行されました。 社会経験の浅い18歳
19歳の若者が消費者被害や事件に巻き込まれないよう注意喚起が必要です。 また小学生
からの消費者教育はさらに重要ではないでしょうか。 地域の役割も一層求められます。 子
どもたちの育成、 我が事として捉え健全な大人に成長できるよう見守っていきましょう。

やさしい風にのせて

出展 ： 東信ジャーナル

我家のヒヤシンス


